
いきいきカレンダーいきいきカレンダー

※受付時間の記載のあるものは、その時間内に会場で受け付けをお済ませください。※いきいきカレンダーへの各種イベントの掲載希望があれば役場企画課にご連絡ください。

公立香住病院 36・1166

公立村岡病院 94・0111

香住老人福祉センター 36・5008

村岡老人福祉センター 98・1000

小代高齢者生活支援センター 97・2202

（すべての施設の市外局番：0796）

議会事務局 36・1963

村岡地域局 94・0321（代表）

小代地域局 97・3111（代表）

町教育委員会 94・0101

　香住区中央公民館 36・3764

　村岡区中央公民館 98・1366

　小代地区公民館　97・3966

役場本庁舎 36・1111( 代表 )

　総　務　課 36・1111

　財　政　課 36・1942

　企　画　課 36・1962

　防災安全課 36・1190

　税　務　課 36・1113

　会　計　課 36・4321

　町　民　課 36・1110

　消費生活センター36・1941

　健　康　課 36・1114

　福　祉　課 36・1964

　農林水産課 36・0846

　観光商工課 36・3355

　建　設　課 36・1961

　上下水道課 36・0420

☆★ 香住天文館 ★☆

星を見る会のご案内星を見る会のご案内
とき

10 月 27 日（土）、11月 10 日（土）
いずれも受付 19:00 ～、観望 19:30 ～
ところ

香住天文館（香住区一日市 47）
※雨・曇の場合は館内で映像鑑賞
問い合わせ先

町教育委員会香住区生涯学習センター（香住区中央公民館）

15 14
10 11

　薬と健康の週間

10月 17日（水）～23日（火）10月 17日（水）～23日（火）
お薬手帳を持ちましょう！お薬手帳を持ちましょう！

・自分の使用する薬の記録を持ちましょう。

・あなたの薬の情報を、的確に伝えることができます。

・薬の重複投与の防止や相互作用の確認ができます。

・薬についての相談は、医師、歯科医師、薬剤師など専門家に！

問い合わせ先

豊岡健康福祉事務所　℡ 0796・26・3666

　大切な調査です

2018年漁業センサスにご協力を2018年漁業センサスにご協力を
　11月１日現在（流通加工調査は平成 31年１月１日現
在）で ｢2018 年漁業センサス｣ を実施します。
　漁業センサスは、我が国漁業の生産構造、就業構造を
明らかにするとともに、漁村、水産物流通・加工業など
の漁業をとりまく実態と変化を総合的に把握することを
目的に、統計法に基づいて 5年ごとに行う大規模な調査
です。
問い合わせ先

役場農林水産課



けいじばんけいじばん
次代へと語り合うため、戦没者追悼・平和祈念

式を次のとおり行います。

とき

11 月 3日（土）10:00 ～

ところ

香住区中央公民館

※ 村岡区、小代区には送迎バスを運行します。

※ 射添、柴山、小代の 3小学校の意見発表や

香住青年会議所による講演会を予定していま

す。

問い合わせ先

役場福祉課または各地域局

とき

10 月 20 日（土）15:00 開会

ところ

豊岡市役所（豊岡市中央町 2-4）

内容

・基調講演

　「まちを育てる大学」平田オリザ氏

・講演

　「地域で独自の大学をつくる」内田樹
たつる

氏

・鼎談

　「 文化によるまちづくりを支える人材の育成

～専門職大学の可能性～」

　平田オリザ氏、内田樹氏、中貝宗治豊岡市長

定員

120 人程度

申し込み方法

　電話、メール、FAX で氏名、電話番号をお

知らせください。

問い合わせ（申し込み）先

NPO法人プラッツ

℡ 0796・34・6078

ｆ 0796・24・3004

ｅ info@platz-npo.com

とき

① 11月 20 日（火）

　年末調整　9:30 ～ 11:30、13:15 ～ 15:15

　軽減税率制度　11:30 ～ 12:30、15:30 ～ 16:30

② 11 月 21 日（水）

　年末調整　13:15 ～ 15:15

　軽減税率制度　15:30 ～ 16:30

③ 11 月 22 日（木）

　年末調整　13:15 ～ 15:15

　軽減税率制度　15:30 ～ 16:30

ところ

①じばさん TAJIMA（豊岡市大磯町 1-79）

②新温泉町浜坂多目的ホール（新温泉町浜坂 2673-1）

③香住文化会館（香住区香住 100-2）

問い合わせ先

豊岡税務署法人課税第 1部門

℡ 0796・22・2159

　戦後 73 年が経過し、戦争を知らない国民が

全体の 4分の 3以上を占めるようになり、戦

争そのものの記憶が薄れつつあります。

　戦争で尊い命を失った先達の御
み た ま

魂を招き、過

去の惨劇を二度と繰り返さないことを誓い合い、

募　　集募　　集

▼▼兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科
　　平成31年入学者　博士前期課程（B日程）平成31年入学者　博士前期課程（B日程）

対象

　大学卒業者（見込み含む）、もしくは同等の

学力があると認められる社会人経験者や留学生

募集人員

12 人（A日程、C日程の試験を含む）

出願資格認定

11 月 3日 （土）～ 16日（金）

願書受付

11 月 20 日（火）～ 12月 4日 （火）

試験日

12 月 16 日（日）11：00 ～

試験会場

豊岡ジオ・コウノトリキャンパス（豊岡市祥雲寺 128）

神戸商科キャンパス（神戸市西区学園西町 8-2-1）

問い合わせ（申し込み）先

豊岡ジオ・コウノトリキャンパス経営部学務課

ｔ 0796・34・6079

Ｆ 0796・22・5200

Ｅ rrm@ofc.u-hyogo.ac.jp

◇司法書士による無料法律相談会
（登記・多重債務・消費者問題・成年後見など）要予約

とき、ところ（時間はいずれも13:00～ 16:00）

 ① 11 月 3日（土）和田山ジュピターホール

 ② 11 月 10 日（土）浜坂多目的集会施設

 ③ 11 月 17 日（土）豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

予約先（相談日の2日前、平日17:00まで）

兵庫県司法書士会但馬支部（予約専用）　℡ 0796・23・8011

開　　催開　　催

　土地建物登記、土地境界に関する相談

◇土地家屋調査士による無料相談会
●とき、ところ

10 月 20 日（土）13:30 ～ 16:00、豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

11月 17 日（土）13:30 ～ 16:00、豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

●問い合わせ（申し込み）先

兵庫県土地家屋調査士会但馬支部

℡ 0796・52・6901（前日の 17:00 までに）

ＤＶＤＶ（ドメスティックバイオレンス）は犯罪です！は犯罪です！
　配偶者やパートナーなどか
ら身体的暴力や言葉の暴力を
受けていませんか。一人で悩
まずご相談ください。
ＤＶ相談ダイヤル

　℡0570・0・55210

　（最寄りの相談窓口を案内します）

　県では、旧軍人の人や遺族に対する恩給

などの失権を防止するため、旧軍人などや

その遺族を対象に恩給、援護年金、特別給

付金等援護福祉制度の個別相談会を開催し

ます（予約不要）。

とき

10 月 18 日（木）14:00 ～

ところ

兵庫県和田山庁舎（朝来市和田山町東谷 213-96）

対象

① 旧軍人で、実際に軍人としての在職期間

が 3年以上の人またはその遺族

② 軍人としての期間中に公務または勤務関

連などにより傷病を受け、現在もこれら

の傷病による後遺症のある人

③ 実在職年がはっきりしないが軍人として

の期間のある人またはその遺族

④戦没者の遺族の人

※ 今回の相談会は制度の変更に伴うもので

ないため、現在受給中の人について再度の

申請手続きを求めるものではありません。

問い合わせ先

県生活支援課恩給援護班

℡ 078・362・3501

　一定の面積以上の土地取り引きをした場

合は、国土利用計画法に基づき、契約を締結

した日から起算して 2週間以内に、町を経

由して県知事に届け出なければなりません。

届け出が必要な面積

・都市計画区域…5,000㎡以上

・都市計画区域以外の区域…10,000㎡以上

問い合わせ先

役場企画課

　豊岡年金事務所が出張年金相談を実施し

ます。相談には年金手帳などの基礎年金番

号が分かるものをご持参ください。

　なお、代理でお越しになる場合は、委任

状と代理者の身分証明書（運転免許証など）

が必要です。

　完全予約制です。相談を希望される人は、

前日までに豊岡年金事務所お客様相談室へ

電話で予約してください。

とき

11 月 8日（木）10:00 ～ 16:00

ところ

村岡地域局

予約時の豊岡年金事務所連絡先

℡ 0796・22・0948

（ 音声案内に従い「1番」、「2番」の順に

番号を選択してください）

問い合わせ先

役場町民課、各地域局

豊岡年金事務所お客様相談室

　総務省では、行政相談

制度について、広く国民

に理解され、利用してい

ただけるよう、毎年 10

月の 1 週間を「行政相

談週間」と定めており、

今年度は 10月 15 日（月）から 21日（日）

までとなっています。

　この週間に合わせ、総務省から委嘱を受

けた行政相談委員が、国や県、町などへの

苦情、要望、提案などに応じる３区合同行

政相談会を開催します。

　相談は無料で秘密は厳守します。

とき

10 月 19 日（金）13:30 ～ 16:00

ところ

村岡老人福祉センター

問い合わせ先

役場企画課

　県や町などが「公有地の拡大の推進に関

する法律」に基づき、都市の健全な発展と

秩序ある整備を促進するために必要な土地

を計画的に取得する制度のことです。

　以下のような土地を譲り渡そうとする場

合は、土地を譲渡しようとする日の 3週

間前までに町に届け出なければなりません。

　また、地方公共団体などに土地の買い取

りを希望する場合には、その旨を申し出る

ことができます。

届け出が必要な面積

・ 都市計画区域内の都市計画施設の区域内

などの土地…200㎡以上

・ 都市計画区域外の都市計画施設の区域内

の土地…200㎡以上

・ 上記以外の都市計画区域の土地…10,000

㎡以上

申し出ができる面積

・都市計画区域内の土地…200㎡以上

・ 都市計画区域外の都市計画施設の区域内

の土地…200㎡以上

問い合わせ先

役場企画課

　この機会にご相談ください　この機会にご相談ください

軍人恩給等援護制度説明会軍人恩給等援護制度説明会

　あなたを必要としている子どもがいます　あなたを必要としている子どもがいます

「里親」になって子どもたちに家庭の温もりを！「里親」になって子どもたちに家庭の温もりを！

　前日までにご予約を　前日までにご予約を

出張年金相談出張年金相談 　行政相談週間　行政相談週間

３区合同行政相談会３区合同行政相談会

土地取り引きの届け出をお忘れなく！土地取り引きの届け出をお忘れなく！

土地の先買い制度とは土地の先買い制度とは

　10 月 1 日から、兵庫県の最低賃金が、

時間額 871 円（27 円引き上げ）に改正さ

れました。最低賃金は、パートタイマー、

アルバイトなどすべての労働者に適用され

ます。

　なお、繊維工業ほか 8件の特定（産業別）

最低賃金については、例年 12月 1日に改

正されます。

問い合わせ先

兵庫労働局労働基準部賃金室

℡ 078・367・9154

　改正されました　改正されました

兵庫県の最低賃金兵庫県の最低賃金

FAXFAX

FAXFAX

　近畿税理士会では、税理士としての知識

や経験を生かして、成年後見制度の利用を

必要とする人やそのご家族・支援者の人か

らの相談に応じるため、成年後見支援セン

ターを開設しています。相談は無料で、秘

密は厳守します（予約は不要）。

相談日

毎週水曜日 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00

（祝日及び夏期、年末年始などを除く）

ところ

近畿税理士会館（大阪市中央区）

電話相談専用ダイヤル

ｔ 06・6809・3680

面談相談予約専用ダイヤル

ｔ 06・6941・2922

問い合わせ先

近畿税理士会

ｔ 06・6941・6886

ｈ http://www.kinzei.or.jp/

　近畿税理士会　近畿税理士会

成年後見支援センターのご案内成年後見支援センターのご案内

▼年末調整・軽減税率制度説明会▼年末調整・軽減税率制度説明会

▼香美町戦没者追悼・平和記念式▼香美町戦没者追悼・平和記念式

▼▼但馬地域専門職大学（構想中）開設プレ事業但馬地域専門職大学（構想中）開設プレ事業
　　シンポジウム「地域に求められる新しい大学」シンポジウム「地域に求められる新しい大学」

　さまざまな事情により家族と一緒に暮ら

すことのできない子どもたちがいます。

　県では、子どもたちを家族の一員として

温かく迎え入れ、深い愛情と正しい理解を

もって育てていただける里親を募集してい

ます。

里親になるには

　事前に研修を受講していただき、こども

家庭センターにて里親申請を行います。

　その後、知事に認定を受け里親登録され

ると「里親」になります。

　なお、資格などは必要ありませんが、子

どもたちを健康に育てるために里親には一

定の要件（健康状態、経済力など）を満た

すことが求められます。

里親に支給される費用

　子どもの委託を受けると里親には、一般

生活費（子どもの食費や被服費などを賄う

費用）と里親手当（養育里親）が支給され

ます。

問い合わせ先　

豊岡こども家庭センター

℡ 0796・22・4314

種類 内容

養育里親

子どもが自立できるようになるまで、
もしくは家庭に戻れるようになるま
での間（満 18歳未満）、家庭で子ど
もを養育するもの

専門里親

養育里親のうち、虐待などで心身に
有害な影響を受けるなど、特に支援
が必要な子どもを養育するために一
定の研修を受けたもの

親族里親

両親など、現に養育する者が死亡、
行方不明などで養育できなくなった
場合、扶養義務者およびその配偶者
が子どもを養育するもの

養子縁組
里親

親が養育できない子どもを養子縁組
を前提に養育するもの

里親の種類

※ 上記のほかに週末里親、季節里親もあります。


